
一般競争入札の実施について 
 
 重要文化財 石清水八幡宮摂社狩尾社本殿耐震調査診断業務の業務委託契約について、地方
自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 
 
    令和４年７月７日 
 
                                       京都府教育委員会教育長 前川 明範 
 
 
１ 入札に付する事項 
（１）業 務 名 重要文化財 石清水八幡宮摂社狩尾社本殿耐震調査診断業務 
（２）業務場所 京都府八幡市橋本狩尾 
（３）業務概要  建物の耐震調査・診断を行い、構造補強案を策定し、報告書を作成する。 
（４）業務期間 契約日から令和５年１月 31日まで 

 
２ 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 
      〒602-8570  京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 
      京都府教育庁指導部文化財保護課 
      電話番号   （075）414-5898 
      ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  （075）414-5897 
 
３ 入札に参加する者に必要な資格 

 
業務登録の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第１項の規定による
登録を受けていること 

（２）次の各号に該当しないこと 
①  成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 

  ②  資格確認申請書を提出するときに府税、消費税又は地方消費税
を滞納している者 

  ③  資格確認申請書提出時までに府が発注した建築関係建設コン
サルタント業務に関する債務を履行していない者 

   ④  資格確認申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を  
    記載した者 
  ⑤  資格確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間  
    において、京都府の競争入札において指名停止とされた者 
  ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力
団（以下「暴力団」という。）のほか、次のアからクまでのいず
れかに該当する者 

   ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい
う。） 

   イ  法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者
で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経
営に関与している者 

   ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三
者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 

   エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供
与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又
は関与している者 

   オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者 

   カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に
利用している者 

   キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に
参加しようとする者 

   ク アからキまでのいずれかに該当した者であって、その事実が
なくなった後２年間を経過しない者 



業 務 実 績 

平成 22年度以降において、歴史的建造物(*)の限界耐力計算を用いた
耐震調査診断及び補強案策定業務に係る完了実績を有すること。 
 (*) 国又は地方公共団体によって指定あるいは登録を受けている建造
物、またはこれらに準じる伝統的建造物。 

技術者の配置条件 
同種の耐震調査診断及び補強案策定業務に直接携わった実務実績を

有すること。 

そ の 他 
 
 

 

４ 入札参加資格確認申請時の提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式１） 
（２）一般競争入札参加資格確認資料 

ア 同種業務実績調書（別記様式２） 
    ３に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を少なくとも２件、別記様式

２に記載すること。 
イ 配置予定技術者調書（別記様式３） 

     ３に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の業務の経験を別記様式３に
記載すること。この場合において、配置予定技術者として、入札参加確認申請時に配置
予定者が特定できない場合には、複数の候補者を記入することができるが、その場合は、
すべての候補者について条件を満足していなければならない。 
また、配置予定技術者に求める恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以

前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
直接的恒常的雇用関係を証明するものとして健康保険被保険者証の写しを提出する

際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号等をマスキング（黒く塗りつぶすなどし
て、保険者番号及び被保険者等記号・番号等が復元できない状態にすること）した上で、
提出すること。 

ウ 確認資料 
アの同種業務の実績及びイの配置予定技術者の経験として記載した業務に係る契約

書の写し及び当該業務の規模等の設計条件が判明できる最小限の図書等の写しを提出
すること。 

  また、イについては、上記に加えて、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術
者であることを証明するものの写し及び配置予定技術者の経験として記載した業務に 
従事したことを判明する図書の写しを提出すること。 

 
５ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限等 手続きの方法等 

入札参加資格確認申請
書等の配布期間 

令和４年７月７日 （木) 午前９時から 
令和４年７月 13日（水）午後４時まで 

共通事項２のとおり 

設計図書等の閲覧期間 
令和４年７月７日 （木）午前９時から 
令和４年７月 28日（木）午後２時まで 

共通事項２のとおり 

入札参加資格確認申請
書等の受付 

令和４年７月 12日（火） 
午前９時から午後５時まで 
令和４年７月 13日（水） 
午前９時から午後４時まで 

共通事項３のとおり 

質 問 の 受 付 

申請書等に関する質問 
 ：令和４年７月 13日（水）正午まで 
設計図書に関する質問 
 ：令和４年７月 22日（金）正午まで 

共通事項５のとおり 

回 答 の 閲 覧 
申請書に関する回答：随時 
設計図書に関する回答 
 ：令和４年７月 25日（月） 

共通事項５のとおり 



入 札 期 間 

令和４年７月 27日（水） 
午前９時から午後５時まで 
令和４年７月 28日（木） 
午前９時から午後２時まで 

共通事項６のとおり 

開 札 日 時 令和４年７月 29日（金）午後２時  

     注）都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

 
６ 入札参加資格の確認 
  入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 
 
７ 落札者の決定方法 

京都府会計規則（昭和 52年京都府規則第６号）第 145条の規定により作成された予定価
格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 
ただし、最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

    
８ 支払条件 
（１）前払金 
      委託金額の３割以内の金額を前払いする。 
（２）部分払 

委託金額が 100万円以上 1,000万円未満の場合は１回、1,000万円以上 3,000万円未満
の場合は２回、3,000万円以上の場合は３回を限度として部分払いする。 

 
９ その他 
（１） 落札者は、配置予定技術者調書に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。 
（２）その他については、共通事項のとおりとする。 
 



  
一般競争入札公告共通事項 

 
 
１ 入札に参加する者に必要な資格 
   地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していないこと。 
   
２ 設計図書等の入手方法 
   原則として、該当の公告に示す配布期間に、京都府文化財保護課ホームページからダウ
ンロードすること。やむを得ず窓口配布を希望する場合は、該当の公告に示す配布期間（午
前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く。））に、該当の契約
条項を示す場所へ問い合わせの上、入手すること。 

      
３ 入札参加資格の確認 
    入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類（以下「資格確認資料」という。）
を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

    なお、本業務は紙入札方式によって、入札参加の資格確認申請及び入札を行う対象業務で
ある。 

  また、提出した資格確認書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応
じなければならない。 

（１）提出方法 
      入札に参加する者は、該当の公告に示す受付期間内（正午から午後１時までを除く。）

に、資格確認資料を該当の契約条項を示す場所に持参又は郵送することとし、電送による
提出は認めない。 
なお、郵送する場合は、郵便書留等の配達記録が残る方法を用いて郵送することとし、

公告に記載された受付期間内に必着のこと。 
（２）その他 

ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出され
た書類は返却しない。 

イ  提出書類はＡ４判で作成し、１部提出すること。 
ウ  提出された書類は、本府において無断使用することはない。 
エ  虚偽の記載をした者は、当該業務の入札への参加を認めない。 

 
４ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 
    入札参加資格がないと認められた者は、本府に対して、入札参加資格がないと認めた理由
（欠格理由）について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して５日
（閉庁日を含まない。）を経過する日まで（午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午か
ら午後１時までを除く。））に持参した場合に限り、説明を求めることができる。（郵送又
は電送によるものは受け付けない。） 

    なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して５日（閉庁日を含
まない。）以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。 

  
５ 確認申請書、資格確認資料及び設計図書等に関する質問回答 
（１）質問については、別記様式に記入し、該当の公告に示す期限までに、ファクシミリで該

当の契約条項を示す場所に提出すること。（郵送・電子メール又は持参によるものは受け
付けない。）公告に示す期限を超えて提出された質疑書は一切受け付けない。 

（２）回答については、確認申請書及び資格確認資料に関する質問にあっては速やかに、設計
図書等に関する質問にあっては、該当の公告に示す日に入札参加者全員に通知する。 

（３）連絡先が記入されていない又は匿名でなされた確認申請書、資格確認資料及び設計図書
等に関する質問については、回答しない。また、設計図書等に関する質問にあっては、入
札参加者から提出された質疑書のみ回答する。 

 
 ６ 入札手続等 
（１） 入札の方法 

参加者は、該当の公告に示す入札期間内（正午から午後１時までを除く。）に、該当
の契約条項を示す場所へ入札書及び業務費内訳書を提出すること。提出方法は持参又は
郵送することとし、電送による提出は認めない。 
なお、郵送する場合は、郵便書留等の配達記録が残る方法を用いて郵送することとし、



公告に記載された受付期間内に必着のこと。 
（２） 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金
額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当す
る金額を入札書に記載すること。 
なお、入札書に記入する金額は千円止めとする。千円未満まで記入した入札書も有効

とするが、千円未満は切り捨てるものとする。 
（３） 業務費内訳書 

ア  入札書の提出に併せ、業務費内訳書を提出すること。 
     イ  入札書に記載する金額は、業務費内訳書の業務価格（消費税相当額を除く合計金額）

に一致させること。 
     ウ  業務費内訳書の様式は自由とする。 
     なお、業務費内訳書の表紙には、業務名及び商号（名称）のみを記載すること。 
     エ  業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義

務を生じるものではない。 
（４） 入札の無効 
       次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 公告の３に掲げる資格のない者の行った入札 
     イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった者の行った入札 
   ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札 
   エ 同じ入札に２以上の入札（他人の代理としての入札を含む。）をした者の行った入札 
   オ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いの

ある者の行った入札 
カ  入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中であ
る者等、開札時点において入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 

キ 金額を訂正した又は金額が特定できない入札書で入札した者の行った入札 
   ク 氏名、印鑑若しくは重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者あるいは対象案

件が特定できない入札書（封筒を含む。）で入札した者の行った入札 
   ケ 開札の日時において有効な業務費内訳書を提出できていない者の行った入札 
   コ 他人の名前又は他の商号が記載された内訳書を提示、又は提出した者の行った入札 

サ 入札金額と異なる内訳書の合計金額（消費税及び地方消費税相当額を含まない額）
を提示、又は提出した者の行った入札 

   シ 委任状を提出していない代理人の行った入札 
ス 関係職員の指示に従わない等、開札会場の秩序を乱した者の行った入札 

（５） 入札の辞退 
     入札に参加できない事情がある場合には、入札書の提出期限まで（入札書を持参又

は郵送するまで）は、入札を辞退することができる。この場合、具体的な理由を付し
た入札辞退届を提出しなければならない。 

（６） 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨 

（７） 契約書作成の要否 
       要する。 
（８） 入札書の作成方法 

ア 封筒は、二重封筒とし、表封筒に開札日、業務名及び入札書が在中している旨を朱
書きし、契約担当者あての親展とする。 

   イ 表封筒の中には、「入札書」と朱書きした中封筒、「業務費内訳書等」と朱書きした
中封筒を入れる。 

   ウ 「入札書」と朱書きした中封筒には、入札書及び確認結果通知書の写しを入れ、封印
等の処理をする。 

   エ 「業務費内訳書」と朱書きした中封筒には、内訳書を入れ、入札書と同様に封印等の
処理をする。 

   オ 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封すること。ただし、当該
代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 

   カ 提出された入札書の書換え、引換え及び撤回はできない。 
 
７ 入札保証金 



    免除する。 
 
８ 違約金 
   落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の５相当額の違約金を徴収する。 

 
９ 契約保証金 
    落札者は、契約金額の 100分の 10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入しなけれ
ばならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事
業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に
規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公
共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約
保証金を免除する。 
なお、京都府会計規則第 159条第２項第３号に該当する場合には、契約保証金は免除とす

る。 
 
10 契約書の作成 
    落札者の決定後、７日以内に、案件情報の添付資料欄に掲載されている「契約書（案）」
に基づく契約書を作成すること。 

 
11 その他 
（１）入札参加者は、本公告文、仕様書、入札説明書及び契約書（案）を熟読し、入札心得を

遵守すること。 
（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 
（３） 開札後、契約を締結するまでに落札者が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、

当該落札決定を取り消すことがある。 
（４）予定価格以下で入札することができない場合は、入札を辞退すること。 

なお、入札に参加した者が予定価格を上回る価格で入札をした場合、失格とする。 
（５）入札期間中に行うべき質疑及び照会以外の質疑等は一切受け付けない。 
（６）本入札では、積算内容等を変更する必要が生じた場合、入札期間中に積算内容等を変更

し、入札を継続する場合がある。 
 


